
郡山市告示第５３７号 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定に基づき、市道の路線を別 

紙のとおり変更した。 

その関係図面は、次のとおり一般の縦覧に供する。 

 

令和８年３月３１日 

 

郡山市長  椎 根 健 雄 

 

 

                     

 

１ 縦覧場所   

  郡山市建設構想部道路保全課（郡山市朝日一丁目２３番７号） 

 

２ 縦覧期間 

  令和８年３月３１日から令和８年４月１７日まで（郡山市の休日を定める条例 

（平成２年郡山市条例第７号）第１条第１項に規定する市の休日を除く。） 

 

３ 縦覧時間 

  午前８時３０分から午後５時１５分まで 
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1-41
日和田堀
之内線

日和田町字
三河尻119
番１地先

喜久田町堀
之内字杢田
８番１地先

1-41
喜久田町堀
之内字杢田
８番１地先

日和田町字
千峯坦６番
２地先

日和田堀
之内線

33464
葉山下新
池下線

大槻町字葉
山下13番４
地先

大槻町字新
池下27番４
地先

33464
大槻町字新
池下３番12
地先

大槻町字葉
山下13番４
地先

葉山下新
池下線

331286
小山田表
広町線

大槻町字小
山田表18番
地先

大槻町字広
町28番地先 331286

大槻町字広
町26番１地
先

大槻町字小
山田表82番
４地先

小山田表
広町線

332096
広町下小
次郎木１
号線

大槻町字広
町31番６地
先

富田町字下
小次郎木24
番１地先

332096
富田町字下
小次郎木24
番１地先

大槻町字広
町20番１地
先

広町下小
次郎木１
号線


